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給食施設の設置者の方へ 

 

中央区では保健所の栄養指導員が、健康増進法に基づき特定かつ多数の者に対して継続的に

食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行います。 

 

給食施設の定義 

  特定給食施設 

特定※1かつ多数の者に対して継続的※2に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として厚生労働省令で定めるものをいう。           健康増進法 第二十条第一項 

 

厚生労働省令で定めるものとは、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を

供給する施設をいう。                   健康増進法施行規則 第五条 

 

その他の給食施設 

継続的に、１回２０食以上又は１日５０食以上の食事を供給する区内に存する施設であって、  

特定給食施設に該当しない施設をいう。  

中央区特定給食施設指導等実施要綱 第二条 

 
※1 特定…………給食施設の利用者がほぼ同一人と推定される。 
※2 継続的………週1回以上で、ほぼ1カ月以上継続している。 

 

1．特定給食施設 

 (１)役割 

   特定給食施設には、単に食事を供給するだけではなく、利用者の健康管理という視点を持っ 

  て運営していくことが求められています。生活習慣病の予防が大きな課題となっているなかで、 

  特定給食施設における食事の供給は、利用者だけではなく、その家族や地域社会の健康づくり 

  を図っていく役割もあると考えられます。 

 

(２)設置者 

   設置者とは、給食施設を設置した者であり、利用者の健康管理をあずかる最高責任者を指し 

  ます。例えば、事業所は代表取締役社長等、病院の場合は理事長等になります。給食会社（委 

  託先）は設置者には該当しません。 

 

(３)届出 

   特定給食施設を設置した者は、その事業の開始の日から１カ月以内に、厚生労働省令で定め 

る事項を、中央区保健所長を経由して中央区長に届け出なければなりません。 

また、届出をした内容に変更が生じた場合・事業を休止及び廃止した場合は、その日から1 

カ月以内に、その旨を中央区保健所長を経由して中央区長に届け出なければなりません。 

健康増進法 第二十条 

健康増進法施行規則 第六条 

健康増進法施行細則 第二条 
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(４)管理栄養士・栄養士の配置 

   給食施設において、適切な栄養管理を行うためには、専門職である管理栄養士・栄養士の存 

  在が欠かせません。 

   特定給食施設の管理栄養士・栄養士の配置については、健康増進法において下記のとおり定め

があります。 

 

  ア 管理栄養士を置かなければならない施設 

   特別な栄養管理が必要な施設（健康増進法施行規則第七条で定める施設※）として、区長が

指定する施設の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければなりません。                       

健康増進法 第二十一条第一項 

 

  ※健康増進法施行規則 第七条 

   一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に 

    一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

   二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする 

    特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供 

給するもの                  

 

保健所では、上記に該当する施設であるか必要な調査を行い、該当する場合は、設置者あてに

「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。 

当該施設に管理栄養士が配置されていない場合には、設置者は配置計画書を作成し計画に基づ

き管理栄養士を配置していきます。 

また、基準に該当しなくなった場合には、「管理栄養士必置指定解除通知書」を交付し、指定を

取り消します。                  

 

  イ 栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない施設 

      上記ア以外の特定給食施設の設置者は、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くよう

に努めなければなりません。                健康増進法 第二十一条第二項 

 

   このうち、1回300食又は1日750食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置か

れる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければなりません。 

健康増進法施行規則 第八条 
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(５)栄養管理基準の遵守 

   特定給食施設の設置者は、栄養管理基準（健康増進法施行規則第九条で定める基準※）に従っ

て適切な栄養管理を行わなければなりません。 

健康増進法 第二十一条第三項 

 

※健康増進法施行規則 第九条 

  一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。） 

   の身体の状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的 

   に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びそ 

   の品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配 

 慮して作成するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等 

 により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）その他 

関係法令の定めるところによること。 

 

 

(６)栄養管理報告書による報告 

   特定給食施設の設置者は毎年５月及び11月に実施した給食の内容について、栄養管理報告書

を作成し、実施した月の翌月15日までに中央区保健所長を経由して中央区長に提出しなければ

なりません。 

健康増進法施行細則 第二条 

健康増進法施行細則 第七条 

 

特定給食施設の設置者が健康増進法に基づいた栄養管理等を行っていない場合 

   

管理栄養士を置かなければならない施設であるにもかかわらず、管理栄養士を置かない場合 

  正当な理由がないのに、栄養管理基準に従った適切な栄養管理を行わない場合 

   ↓ 

  当該施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告 

  （健康増進法 第二十三条第一項） 

  ↓ 

正当な理由がなく勧告に係る措置をとらない場合、その勧告に係る措置をとるべきことを命令       

（健康増進法 第二十三条第二項） 

 ↓ 

  命令に違反した場合は、罰則(50万円以下の罰金)を適用（健康増進法 第七十二条第一項） 
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２．その他の給食施設 

中央区では、その他の給食施設について、必要に応じて特定給食施設に準じた指導及び助

言・講習会の案内を行います。       中央区特定給食施設指導等実施要綱 第八条 

 

その他の給食施設が保健所へ提出する書類は、給食施設の届出と給食施設実態調査になり

ますので、「保健所への提出書類」（Ｐ５、６）をご参照ください。 

なお、栄養管理報告書の提出は義務ではありませんが、ご提出される場合は様式や提出方

法（P７）をご参照ください。 

 

 

 

保健所における給食施設指導 

 

   「特定給食施設」「その他の給食施設」に対し、下表のとおり必要な指導及び助言を 

行っています。 

 

講習会の 

開催 
◆給食施設担当者講習会（年2回） 

対象：給食管理者・管理栄養士・栄養士・調理師等 

内容：給食の管理運営上必要な知識の啓発や栄養管理に要する情報提供 

 及び指導 

◆食品衛生講習会（年1回） 

対象：給食管理者・管理栄養士・栄養士・調理師等 

内容：最新情報に基づく食品衛生の講義 

来所指導 保健所において、施設に応じた指導・相談を実施 

巡回指導 必要に応じて直接施設に出向き、指導・相談を実施 

その他 給食の運営に関する各種相談や、必要に応じた調査を実施 
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保健所への提出書類 

 

給食施設が保健所へ届出、報告する書類は次のとおりです。 

 なお、届出は給食業務を委託している場合でも、設置者が提出します。 

 

１．給食施設の届出  

  (１) 給食を開始する又は再開するとき 

    ・給食開始届（第2号様式）  ･････････････P８ 

    ・給食運営状況票 ･･･････････････････････P10 

    ・給食施設の平面図※･･････････････････‥･P12 

     ※再開する場合は、平面図に変更がなければ提出の必要はありません。 

   

  (２) 届出事項が変更になったとき 

    ・給食届出事項変更届（第3号様式） ･･････P13 

      以下の9項目に変更が生じた場合に届出が必要です。 

    ①施設名 

    ②施設所在地 

    ③設置者代表者氏名 

        ④設置者住所 

    ⑤給食施設の種類 

    ⑥給食の開始日又は開始予定日 

    ⑦1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

    ⑧管理栄養士の員数 

     ⑨栄養士の員数 

          ※管理栄養士必置指定施設の管理栄養士に変更が生じた場合は「管理栄養士配置状況調 

査」（P6）を実施します。 

  

  (３) 給食を廃止または休止するとき 

    ・給食廃止（休止）届（第4号様式） ･･････P15 

   

提出期限 給食開始の日あるいは変更あるいは廃止（休止）等があった日から１か月以内 

提出部数 １部  ※２部作成し、1部は控えとして保管をお願いします。 

提出方法 
持参又は郵送でご提出ください。（Ｐ34） 

ファクシミリやメールによる提出は受け付けておりません。 

※用紙は中央区ホームページ（ページ ID：14133）からダウンロードできます。 
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２．給食施設実態調査 

   毎年4月1日を基準日として、給食の実施状況を把握するための調査を実施します。給食業務

を委託している場合は、施設側と給食の委託会社側が協力して記入してください。 

中央区特定給食施設指導等実施要綱 第五条第一項 

  給食運営状況票 

様式 給食運営状況票（P10） 

対象施設 全施設 

提出期限 別途依頼文にて通知します。 

提出部数 1部 ※2部作成し、1部は控えとして保管をお願いします。 

提出方法 郵送又はメールでご提出ください。（Ｐ34） 

※用紙は中央区ホームページ（ページ ID：14130）からダウンロードできます。 

 

３．管理栄養士配置状況調査 

   管理栄養士必置指定施設に対し、必要に応じて保健所の栄養指導員が施設を巡回して、管理   

栄養士の配置状況を確認するための調査を実施します。 

 

管理栄養士配置状況票 

様式 管理栄養士配置状況票（P23） 

対象施設 管理栄養士配置指定施設 

提出部数 1部  ※2部作成し、1部控えとして保管をお願いします。 

提出方法 巡回時にご提出ください。 
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４．栄養管理報告書  

   栄養管理報告書の項目は、栄養管理基準（P3）に基づいた具体的な内容となっています。栄 

  養管理報告書を作成することは、自らの給食施設の栄養管理状態を把握し、課題や問題点を発 

  見することにつながります。給食運営の評価をするためには、設置者と給食作成者の両者が情 

  報を共有することが必要となります。そのためにも、施設の設置者は、栄養管理報告書の内容 

  を必ず確認してください。 

 

  【様式】（施設の種類により異なります） 

対象施設（「給食施設の種類」（P24）参考） 様式 

事業所、社会福祉施設 栄養管理報告書 （給食施設） 

（P17、18） 

幼稚園、保育所（認可）、認定こども園、    

その他（認証保育所等） 

栄養管理報告書 （保育所・幼稚園等） 

（P19、20） 

病院、介護老人保健施設、老人福祉施設、   

その他高齢者施設（有料老人ホーム等） 

栄養管理報告書 （病院・介護施設等） 

（P21、22） 

   ※様式は中央区ホームページ（ページ ID：14132）からダウンロードできます。 

 

報告月 毎年 5月・11月 

提出期限 
報告月の翌月15日まで（5月分→6月15日まで、11月分→12月15日まで） 

※当該日が土日祝日の場合は、その前日までとします。 

提出部数 1部  ※2部作成し、1部控えとして保管をお願いします。 

提出方法 
持参又は郵送でご提出ください。（Ｐ34） 

ファクシミリやメールによる提出は受け付けておりません。 
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第２号様式（第４条関係）

　　ふりがな

　　添付書類 1　給食運営状況票
2　給食施設の平面図

給 食 施 設 の 所 在 地

給 食 施 設 の 名 称

　〒

管 理 栄 養 士 の 員 数 栄養士の員数

給 食 施 設 の 種 類

給 食 の 開 始 日
又 は 開 始 予 定 日

　　　年　　　　　月　　　　　日

１ 日の予定給食数及び
各食ごと の予定給食数

朝食 昼食 夕食 その他 一日の合計

施 設 名

〒

所 在 地

電 話 番 号

（ふりがな）
代表者氏名

年 月 日

設 置 者

給 食 開 始 届

下記のとおり、給食を開始した（する）ので、健康増進法第20条第1項の規定により届け
出ます。

記

(宛先) 中 央 区 長
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第

２
号

様
式

（第
４

条
関

係
）

　
　

ふ
り

が
な

　
　

添
付

書
類

1　
給

食
運

営
状

況
票

2　
給

食
施

設
の

平
面

図

管
理

栄
養

士
の

員
数

栄
養

士
の

員
数

給
食

施
設

の
種

類

給
食

の
開

始
日

又
は

開
始

予
定

日
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日

１
日

の
予

定
給

食
数

及
び

各
食

ご
と

の
予

定
給

食
数

朝
食

昼
食

夕
食

そ
の

他
一

日
の

合
計

給
食

施
設

の
所

在
地

給
食

施
設

の
名

称

　
〒

施
設

名

〒

所
在

地

電
話

番
号

（ふ
り

が
な

）
代

表
者

氏
名

年
月

日

設
置

者

給
食

開
始

届

下
記

の
と

お
り

、
給

食
を

開
始

し
た

（す
る

）の
で

、
健

康
増

進
法

第
2
0条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

記

(宛
先

)
中

央
区

長

【
記

入
例

】

１
０

４
－

０
０

６
１

中
央

区
銀

座
○

丁
目

○
番

○
号

○
○

○
○

-
○

○
○

○

代
表

取
締

役
社

長

ち
ゅ

う
お

う
か

ぶ
し

き
が

い
し

ゃ
つ

き
じ

し
て

ん

１
０

４
－

０
０

６
１

中
央

株
式

会
社

築
地

支
店

１
０

３
０

０
５

０
５

３
６

５

①
届

出
年

月
日

保
健

所
に

提
出

す
る

日
付

を
記

入
。

②
施

設
名

給
食

施
設

の
正

式
名

称
。

③
設

置
者

所
在

地

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
所

在
地

。
法

人
の

場
合

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
。

④
設

置
者

電
話

番
号

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
電

話
番

号
。

⑤
設

置
者

代
表

者
氏

名

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
名

称
と

代
表

者
の

役
職

名
と

氏
名

。

事
業

所
：
「
〇

〇
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
、

民
間

の
医

療
機

関
：
「〇

〇
医

療
法

人

理
事

長
〇

〇
〇

」
、

私
立

認
可

保
育

園
：
「株

式
会

社
〇

〇
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
等

⑥
給

食
施

設
の

名
称

給
食

施
設

の
正

式
名

称
。
②

と
同

じ
。

⑦
給

食
施

設
の

所
在

地

給
食

を
調

理
す

る
施

設
の

所
在

地
。

⑧
給

食
施

設
の

種
類

「
給

食
施

設
の

分
類

」Ｐ
２

４
に

基
づ

き
記

入
。

そ
の

他
の

場
合

は
具

体
的

な
施

設
種

類
を

（
）
で

併
記

。

そ
の

他
（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

）、
そ

の
他

（
認

証
保

育
所

）等

⑨
給

食
の

開
始

日
又

は
開

始
予

定
日

給
食

の
開

始
日

又
は

開
始

予
定

日
を

記
入

。

⑩
１

日
の

予
定

給
食

数
及

び
各

食
ご

と
の

予
定

給
食

数

１
日

の
平

均
食

数
の

内
訳

。
定

員
が

決
ま

っ
て

い
る

場
合

は
定

員
数

。
定

員
等

が
明

確
で

な
い

場
合

は

予
定

食
数

（
最

大
数

）を
記

入
。

職
員

食
も

同
時

に
行

っ
て

い
る

場
合

は
職

員
数

も
加

え
る

。

「
そ

の
他

」
は

深
夜

食
等

の
こ

と
。

保
育

園
等

の
お

や
つ

は
昼

食
の

一
部

と
考

え
る

た
め

、
含

ま
な

い
。

⑪
管

理
栄

養
士

・
栄

養
士

の
員

数

常
勤

の
管

理
栄

養
士

・栄
養

士
の

人
数

を
記

入
。

常
勤

と
は

当
該

施
設

に
勤

務
す

る
正

規
の

職
員

で
あ

り
、

フ
ル

タ
イ

ム
で

働
い

て
い

る
方

。
資

格
の

職
名

で
採

用
さ

れ
て

い
る

人
数

を
記

入
。
栄

養
士

の
資

格
を

有
し

て
い

て
も

調
理

員
と

し
て

採
用

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
該

当
し

ま
せ

ん
。

た
だ

し
、

栄
養

士
と

し
て

採
用

さ
れ

て
い

て
管

理
栄

養
士

の
資

格
を

有
す

る
場

合
は

「
管

理
栄

養
士

」に
計

上
し

ま
す

。

非
常

勤
や

巡
回

の
管

理
栄

養
士

、
栄

養
士

の
み

の
場

合
は

０
と

し
ま

す
。

〈
記

入
方

法
〉

①

② ③

中
央

株
式

会
社

築
地

支
店

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

④ ⑤
中

央
株

式
会

社 中
央

太
郎

中
央

区
築

地
○

丁
目

○
番

○

令
和

〇
〇

〇

１
２

事
業

所
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　給食運営状況票 令和 　　　　年　　　　月　　　　日

電　話

名　称

代表者
役職名 　氏　名

〒

役職名 氏　名

部署名 氏　名

電　話

　□　直営　　□　準直営　　□　委託

委託の
場合

委託

会社名
責任者

　□　単一メニュー　　　　□　選択メニュー 　□　カフェテリア

人

食 管理栄養士 人

食 栄養士 人

食 調理師 人

食 調理作業員 人

食 事務員 人

　氏名 　氏名 　氏名 　氏名

　氏名 　氏名 　氏名 　氏名

中央区保健所　健康推進課　栄養担当

食堂担当責任者
(施設管理者側)

施 設 名

施 設 所 在 地
〒

設 置 者

設 置 者 住 所

担当者

（保健所からの
連絡先)

運

営
方

式

給食方式

定　数

給　食　数

勤

務
形

態

直営（施設） 委託

常勤 非常勤

栄

養
士

１週間（   　回）又は1カ月（　  　回） １週間（   　回）又は1カ月（　  　回）

施設常駐
（常勤・非常勤）

巡回

管

理
栄

養
士

１週間（   　回）又は1カ月（　  　回） １週間（   　回）又は1カ月（　  　回）

給
食
従
事
者
数

昼　　食

夕　　食

そ　の　他

合　　計

朝　　食
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給

食
運

営
状

況
票

令
和

 　
　
　
　
年

　
　
　
　
月

　
　
　
　
日

電
　

話

名
　

称

代
表

者
役

職
名

　
氏

　
名

〒 役
職

名
氏

　
名

部
署

名
氏

　
名

電
　

話

　
□

　
直

営
　

　
□

　
準

直
営

　
　

□
　

委
託

委
託

の
場

合
委

託
会

社
名

責
任

者

　
□

　
単

一
メ

ニ
ュ

ー
　

　
　

　
□

　
選

択
メ

ニ
ュ

ー
　

□
　

カ
フ

ェ
テ

リ
ア

人

食
管

理
栄

養
士

人

食
栄

養
士

人

食
調

理
師

人

食
調

理
作

業
員

人

食
事

務
員

人

　
氏

名
　

氏
名

　
氏

名
　

氏
名

　
氏

名
　

氏
名

　
氏

名
　

氏
名

中
央

区
保

健
所

　
健

康
推

進
課

　
栄

養
担

当

食
堂

担
当

責
任

者
(施

設
管

理
者

側
)

施
 設

 名

施
 設

 所
 在

 地
〒

設
 置

 者

設
 置

 者
 住

 所

担
当

者
（
保

健
所

か
ら

の
連

絡
先

)

運 営 方 式

給
食

方
式

定
　

数

給
　

食
　

数

勤 務 形 態

直
営

（施
設

）
委

託

常
勤

非
常

勤

栄 養 士

１
週

間
（
  
 　

回
）
又

は
1
カ

月
（
　

  
　

回
）

１
週

間
（
  
 　

回
）
又

は
1
カ

月
（
　

  
　

回
）

施
設

常
駐

（常
勤

・非
常

勤
）

巡
回

管 理 栄 養 士

１
週

間
（
  
 　

回
）
又

は
1
カ

月
（
　

  
　

回
）

１
週

間
（
  
 　

回
）
又

は
1
カ

月
（
　

  
　

回
）

給 食 従 事 者 数

昼
　

　
食

夕
　

　
食

そ
　

の
　

他

合
　

　
計

朝
　

　
食

【
記

入
例

】

セ
ン

ト
ラ

ル
建

築
株

式
会

社
本

社

１
０

４
－

０
０

６
１

中
央

区
築

地
○

丁
目

○
番

○
号

総
務

部
部

長
月

島
明

夫

総
務

部
総

務
課

福
利

担
当

○
○

○
○

-
○

○
○

○

代
表

取
締

役
社

長
中

央
太

郎

新
川

一
郎

○
○

○
○

-
○

○
○

○

ヘ
ル

シ
ー

キ
ッ

チ
ン

株
式

会
社

明
石

桜
子

中
央

区
銀

座
○

丁
目

○
番

○
号

１
０

４
－

０
０

６
１

セ
ン

ト
ラ

ル
建

設
株

式
会

社
築

地
支

店

４
５

０

１
０

３
０

０

５
０ ５

３
６

５

０ １ ２ ８ １

新
川

明
子

湊
花

子

2
0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫

①
施

設
名

施
設

の
正

式
名

称
。

支
店

名
な

ど
も

記
入

。
委

託
業

者
の

名
称

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

②
施

設
所

在
地

給
食

を
調

理
す

る
施

設
の

所
在

地
と

施
設

の
代

表
の

電
話

番
号

を
記

入
。

③
設

置
者

の
名

称
・代

表
者

役
職

名
・代

表
者

氏
名

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
名

称
と

代
表

者
の

役
職

名
と

氏
名

を
記

入
。

事
業

所
：
「
〇

〇
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
、

民
間

の
医

療
機

関
：
「〇

〇
医

療
法

人

理
事

長
〇

〇
〇

」
、

私
立

認
可

保
育

園
：
「株

式
会

社
〇

〇
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
等

④
設

置
者

住
所

法
人

の
場

合
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

。
②

と
異

な
る

場
合

の
み

記
入

。

⑤
食

堂
担

当
責

任
者

の
役

職
名

・氏
名

給
食

管
理

部
門

を
管

理
す

る
責

任
者

の
役

職
名

と
氏

名
。

委
託

会
社

の
者

で
は

な
く
、
施

設
側

の
部

門
管

理
者

を
記

入
。

事
業

所
：
「
総

務
課

長
〇

〇
〇

」
、

病
院

：
「事

務
長

〇
〇

〇
」
、

保
育

園
：「

園
長

〇
〇

〇
」
等

⑥
担

当
者

の
部

署
名

・氏
名

・電
話

保
健

所
か

ら
の

各
種

通
知

、
電

話
連

絡
さ

せ
て

い
た

だ
く
方

の
部

署
名

と
氏

名
と

電
話

番
号

。

⑤
と

異
な

る
場

合
の

み
記

入
。

⑦
運

営
方

式

運
営

方
式

に
チ

ェ
ッ

ク
し

、
委

託
の

場
合

は
委

託
会

社
名

と
当

該
施

設
に

お
け

る
委

託
会

社
の

責
任

者
名

を
記

入
。

⑧
給

食
方

式

単
一

：
献

立
が

1
種

類
。

選
択

：複
数

の
献

立
か

ら
選

択
。
カ

フ
ェ

テ
リ

ア
：
主

食
・主

菜
・副

菜
を

そ
れ

ぞ
れ

選
択

で
き

る
。

⑨
定

数

施
設

に
お

け
る

給
食

対
象

者
数

。
事

業
所

：従
業

員
数

。
病

院
：許

可
病

床
数

。
そ

れ
以

外
は

施
設

定
員

。

⑩
給

食
数

１
日

の
平

均
食

数
の

内
訳

。
定

員
が

決
ま

っ
て

い
る

場
合

は
定

員
数

。
定

員
等

が
明

確
で

な
い

場
合

は

予
定

食
数

（
最

大
数

）を
記

入
。

職
員

食
も

同
時

に
行

っ
て

い
る

場
合

は
職

員
数

も
加

え
る

。

「
そ

の
他

」
は

深
夜

食
等

の
こ

と
。

保
育

園
等

の
お

や
つ

は
昼

食
の

一
部

と
考

え
る

た
め

、
含

ま
な

い
。

⑪
管

理
栄

養
士

・
栄

養
士

の
勤

務
形

態

当
該

施
設

に
け

る
管

理
栄

養
士

・栄
養

士
の

全
員

分
の

勤
務

状
況

を
記

入
。

常
勤

と
は

当
該

施
設

に

勤
務

す
る

正
規

の
職

員
で

あ
り

、
フ

ル
タ

イ
ム

で
働

い
て

い
る

方
。

⑫
給

食
従

事
者

数

従
事

し
て

い
る

職
員

数
を

記
入

。
資

格
の

職
名

で
採

用
さ

れ
て

い
る

人
数

を
記

入
。

栄
養

士
の

資
格

を

有
し

て
い

て
も

調
理

員
と

し
て

採
用

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
調

理
作

業
員

に
計

上
し

ま
す

。
た

だ
し

、

栄
養

士
と

し
て

採
用

さ
れ

て
い

て
管

理
栄

養
士

の
資

格
を

有
す

る
場

合
は

「
管

理
栄

養
士

」に
、

調
理

員
と

し
て

採
用

さ
れ

て
い

て
調

理
師

の
資

格
を

有
す

る
場

合
は

「調
理

師
」
に

計
上

し
ま

す
。

〈
記

入
方

法
〉

2
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給食施設の平面図 

年  月  日 

施 設 名 

（１）平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載事項 （２）付近見取り図（１００メートル以内） 

○調理室の大きさ 

○調理器具の配置 

○出入り口の位置 

○通路の位置 

○便所、手洗いの位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜給食施設の平面図 記入要領＞ 

１平面図 

 記載事項を参照の上、各室や各機器の大きさ等を正確に記入する。 

２給食施設付近の見取り図 

 公共施設など目標をはっきりと記入し、方角を示す。 

３その他 

 ・本様式は、食品衛生法における営業許可申請時に添付する「施設の構造及び設備を示す図面」 

に変えても差し支えありません。 
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第３号様式（第４条関係）

栄 養 士 の 員 数

設 置 者 住 所

１ 日 の 予 定 給 食 数 及 び
各 食 ご と の 予 定 給 食 数

管 理 栄 養 士 の 員 数

給 食 施 設 の 種 類

給 食 の 開 始 日
又 は 開 始 予 定 日

施 設 所 在 地

設 置 者 代 表 者 氏 名

変　　　更　　　事　　　項 変　　更　　前 変　　更　　後

施 設 名

給 食 届 出 事 項 変 更 届

健康増進法第20条第2項の規定により、給食届出事項を変更したので、下記のとおり届
け出ます。

記

月 日付けで、変更しました。

施 設 名

〒

所 在 地

電 話 番 号

（ふりがな）
代表者氏名

年 月 日

設 置 者

(宛先) 中 央 区 長
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第
３

号
様

式
（
第

４
条

関
係

）

変
　

　
　

更
　

　
　

事
　

　
　

項
変

　
　

更
　

　
前

変
　

　
更

　
　

後

施
設

名

施
設

所
在

地

設
置

者
代

表
者

氏
名

栄
養

士
の

員
数

設
置

者
住

所

１
日

の
予

定
給

食
数

及
び

各
食

ご
と

の
予

定
給

食
数

管
理

栄
養

士
の

員
数

給
食

施
設

の
種

類

給
食

の
開

始
日

又
は

開
始

予
定

日

給
食

届
出

事
項

変
更

届

健
康

増
進

法
第

20
条

第
2項

の
規

定
に

よ
り

、
給

食
届

出
事

項
を

変
更

し
た

の
で

、
下

記
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。

記

月
日

付
け

で
、

変
更

し
ま

し
た

。

施
設

名

〒

所
在

地

電
話

番
号

（
ふ

り
が

な
）

代
表

者
氏

名

年
月

日

設
置

者

(宛
先

)
中

央
区

長

【
記

入
例

】

１
０

４
－

０
０

６
１

中
央

区
銀

座
○

丁
目

○
番

○
号

○
○

○
○

-
○

○
○

○

代
表

取
締

役
社

長

中
央

株
式

会
社

築
地

支
店

①
届

出
年

月
日

保
健

所
に

提
出

す
る

日
付

を
記

入
。

②
施

設
名

給
食

施
設

の
正

式
名

称
。
（
変

更
の

場
合

は
変

更
後

の
名

称
）

③
設

置
者

所
在

地

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
所

在
地

。
法

人
の

場
合

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
。

私
立

認
可

保
育

園
の

場
合

は
本

社
等

の
所

在
地

、
銀

行
の

場
合

は
本

店
等

の
所

在
地

が
該

当
し

ま
す

。

（
変

更
の

場
合

は
変

更
後

の
所

在
地

）

④
設

置
者

電
話

番
号

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
電

話
番

号
。

⑤
設

置
者

代
表

者
氏

名

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
名

称
と

代
表

者
の

役
職

名
と

氏
名

。

事
業

所
：
「
〇

〇
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
、

民
間

の
医

療
機

関
：
「〇

〇
医

療
法

人

理
事

長
〇

〇
〇

」
、

私
立

認
可

保
育

園
：
「株

式
会

社
〇

〇
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
等

（
変

更
の

場
合

は
変

更
後

の
名

称
と

代
表

者
の

役
職

名
と

氏
名

）

⑥
変

更
事

項

変
更

が
生

じ
た

事
項

に
変

更
前

及
び

変
更

後
の

内
容

を
記

入
。

管
理

栄
養

士
及

び
栄

養
士

の
員

数
は

常
勤

の
み

と
す

る
。

⑦
変

更
年

月
日

変
更

が
生

じ
た

日
付

を
記

入
。

③
④

⑤
は

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
所

在
地

・
電

話
番

号
・
代

表
者

氏
名

に
な

り
ま

す
の

で
、

ご
注

意
く
だ

さ
い

。

〈
記

入
方

法
〉

①

② ③

東
京

株
式

会
社

築
地

支
店

⑥

④ ⑤
東

京
株

式
会

社 東
京

次
郎

１
２

東
京

株
式

会
社

築
地

支
店

代
表

取
締

役
社

長

中
央

株
式

会
社

中
央

太
郎

代
表

取
締

役
社

長

東
京

株
式

会
社

東
京

次
郎

⑦
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  第４号様式（第４条関係）

　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　年　　　　　　月　　　　　　日

廃止(休止)の理由

給食の廃止( 休止 )年月日

給 食 の 開 始 届 出 年 月日

　〒

給 食 施 設 の 名 称

給 食 施 設 の 所 在 地

給 食 廃 止 （休 止） 届

下記のとおり、給食を廃止（休止）したので、健康増進法第20条第2項の規定により届け
出ます。

記

施 設 名

〒

所 在 地

電 話 番 号

（ふりがな）
代表者氏名

年 月 日

設 置 者

(宛先) 中 央 区 長
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第
４

号
様

式
（
第

４
条

関
係

）

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
日

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
日

廃
止

(休
止

)の
理

由

給
食

の
廃

止
(休

止
)年

月
日

給
食

の
開

始
届

出
年

月
日

　
〒

給
食

施
設

の
名

称

給
食

施
設

の
所

在
地

給
食

廃
止

（
休

止
）

届

下
記

の
と

お
り

、
給

食
を

廃
止

（
休

止
）
し

た
の

で
、

健
康

増
進

法
第

2
0
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

記

施
設

名

〒

所
在

地

電
話

番
号

（
ふ

り
が

な
）

代
表

者
氏

名

年
月

日

設
置

者

(宛
先

)
中

央
区

長

【
記

入
例

】

１
０

４
－

０
０

６
１

中
央

区
銀

座
○

丁
目

○
番

○
号

○
○

○
○

-
○

○
○

○

代
表

取
締

役
社

長

１
０

４
－

０
０

６
１

中
央

株
式

会
社

築
地

支
店

①
届

出
年

月
日

保
健

所
に

提
出

す
る

日
付

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

②
施

設
名

給
食

施
設

の
正

式
名

称
。

③
設

置
者

所
在

地

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
所

在
地

。
法

人
の

場
合

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
。

④
設

置
者

電
話

番
号

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
電

話
番

号
。

⑤
設

置
者

代
表

者
氏

名

当
該

施
設

を
設

置
し

て
い

る
者

の
名

称
と

代
表

者
の

役
職

名
と

氏
名

。

事
業

所
：
「
〇

〇
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
、

民
間

の
医

療
機

関
：
「〇

〇
医

療
法

人

理
事

長
〇

〇
〇

」
、

私
立

認
可

保
育

園
：
「株

式
会

社
〇

〇
代

表
取

締
役

社
長

〇
〇

〇
」
等

⑥
給

食
廃

止
（休

止
）
届

「
廃

止
」
又

は
「休

止
」を

〇
で

囲
む

か
二

重
線

を
引

く
。

⑦
給

食
施

設
の

名
称

給
食

施
設

の
正

式
名

称
。
②

と
同

じ
。

⑧
給

食
施

設
の

所
在

地

給
食

を
調

理
す

る
施

設
の

所
在

地
。

⑨
給

食
の

開
始

届
出

年
月

日

給
食

開
始

届
を

提
出

し
た

年
月

日
。

⑩
給

食
の

廃
止

（
休

止
）
年

月
日

給
食

を
廃

止
（
休

止
）
し

た
年

月
日

。

⑪
廃

止
（
休

止
）の

理
由

廃
止

（
休

止
）
の

理
由

。

〈
記

入
方

法
〉

①

② ③

中
央

株
式

会
社

築
地

支
店

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

④ ⑤
中

央
株

式
会

社 中
央

太
郎

中
央

区
築

地
○

丁
目

○
番

○
号

令
和

〇
〇

〇

昭
和

〇
〇

〇

⑥

移
転

の
た

め
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 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 
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   　  　年　　　　月　　　　日

　　　管理栄養士の配置状況

　　　　　※栄養指導員（保健所）は、代表者の管理栄養士免許証（原本）と上記の記載内容を確認する。

管理栄養士配置状況票　　　　

施 設 名

所 在 地

設置者氏名

 保健所記入欄  指定番号（　　　　　　　　　　　　　）

直営 委託 総数

管理栄養士のうち
代表者氏名　※

代表者の管理栄養士名簿
登録番号

第　　　　　　　　　　　　　　号

管理栄養士の人数
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給食施設の種類 

区分 該当施設 根拠法令等 

１.学校 

（公立・私立） 

公立学校・公立幼稚園・私立学校・ 

私立幼稚園・幼稚園型認定こども園・

各種学校 

学校教育法第1条に規定する学校、第124条

に規定する専修学校及び第134条に規定す

る各種学校、学校給食センター、学校給食法

第6条に規定する学校給食共同調理場及び

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第2条第6項に

規定する認定こども園(当該施設が幼稚園で

ある場合) 

２.病院 病院 医療法第1条の5第1項に規定する病院 

３.介護老人 

保健施設 
介護老人保健施設 

介護保険法第8条第28項に規定する介護老

人保健施設 

４.老人福祉施設 

特別養護老人ホーム・老人ディサー 

ビスセンタ－・老人短期入所施設・ 

老人介護支援センター・老人福祉セ

ンター・軽費老人ホーム・養護老人

ホーム 

老人福祉法第５条の３に規定する施設 

５.児童福祉施設 

認可保育所・乳児院・母子生活支援

施設・児童養護施設・福祉型障害児

入所施設・児童自立支援施設・児童

家庭支援センター・幼保連携型認定

こども園・保育所型認定こども園・

地方裁量型認定こども園 等 

児童福祉法第7条に規定する施設、社会福祉

法第2条に規定する事業に係る施設で児童

福祉に関するもの及び就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第2条第6項に規定する認定こども

園(当該施設が幼稚園である場合を除く) 

６.社会福祉施設 
救護施設・婦人保護施設・障害者支

援施設 等 

生活保護法第38条、身体障害者福祉法第5

条第1項及び売春防止法第36条に規定する

施設並びに社会福祉法第2条に規定する事

業に係る施設で社会福祉に関するもの 

７.事業所 事業所 労働基準法別表1に規定する事業所 

８.寄宿舎 学生又は労働者の寄宿施設 学生又は労働者を寄宿させる施設 

９.矯正施設 
刑務所・少年刑務所・拘置所・少年

院・少年鑑別所 

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す

る法律第3条に規定する刑事施設（刑務所、

少年刑務所、拘置所）並びに少年院法第4条

に規定する少年院及び少年鑑別所法第3条

に規定する少年鑑別所 

10.自衛隊 自衛隊 ― 

11.一般給食 

センター 

特定した施設（複数の場合も含む。）

に対して継続的に食事を供給してい

る施設 

特定した施設（複数の場合も含む。）に対し

て継続的に食事を供給している施設 

12.その他 

上記に含まれない施設。警察学校・

認証保育所・認可外保育所・地域型

保育事業・有料老人ホーム 等 

上記に含まれない施設 
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関係法令等について 

 

（特定給食施設に係る具体的な法令・法規について抜粋しています。） 

 

１ 健康増進法 抜粋 （平成十四年八月二日 法律第百三号） 

 

    第四章 保健指導等 （抜粋） 

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

 第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識 

及び技術を必要とするものを行うこと。 

 二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必 

要な指導及び助言を行うこと。 

 三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 略 
 

  （栄養指導員） 

 第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務につ 

いては、栄養指導に係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都 

道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。 
 

第五章  特定給食施設 

（特定給食施設の届出） 

第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理 

が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は、その事業 

の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を 

届け出なければならない。 

 ２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、 

変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を 

休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

 

 （特定給食施設における栄養管理） 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるとこ 

ろにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなけれ 

ばならない。 

 ２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところに 

より、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 

 ３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、 

適切な栄養管理を行わなければならない。 
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（指導及び助言） 

 第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養 

管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助 

言をすることができる。 

 

（勧告及び命令） 

 第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは 

同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理 

をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を 

置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

 ２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくて 

その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る 

措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（立入検査等） 

 第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するた 

め必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告

をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 ２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者 

に提示しなければならない。 

 ３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第九章 罰則（抜粋） 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

 

 第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

 一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ 

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、 

若しくは虚偽の答弁をした者 

 

 第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は 

人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 

又は人に対して各本条の刑を科する。 
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2 健康増進法施行規則 抜粋 （平成十五年四月三十日 厚生労働省令第八十六号） 
 

（特定給食施設） 

第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に１回百食以上又は一日二百五 

十食以上の食事を供給する施設とする。 

 

（特定給食施設の届出事項） 

第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

 一 給食施設の名称及び所在地 

 二 給食施設の設置者の氏名及び住所（法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務 

所の所在地及び代表者の氏名） 

 三 給食施設の種類 

 四 給食の開始日又は開始予定日 

 五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

 六 管理栄養士及び栄養士の員数 

 

（特別の栄養管理が必要な給食施設の指定） 

第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 

 一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食 

以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

 二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施 

設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの 

 

（特定給食施設における栄養士等） 

第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならな 

い特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、 

当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならな 

い。 

 

（栄養管理の基準） 

第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身体の

状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、これら

に基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うととも

に、これらの評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作

成するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、

利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）その他関係法令

の定めるところによること。 
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3 健康増進法施行細則 抜粋 （平成十五年四月三十日 規則第二十一号） 
 

  （趣旨） 

第一条 この規則は、健康増進法（平成十四年法律第百三号。以下「法」という。）の施行に関

し、 健康増進法施行規則（平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「省令」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

  （書類の経由） 

第二条 法、省令又はこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届書その他の書類 

は、保健所長を経由しなければならない。 

 

  （特定給食施設の届出） 

第四条 法第二十条第一項に規定する特定給食施設（以下「特定給食施設」という。）の開始の届 

出は、別記第二号様式による給食開始届により行うものとする。 

 ２ 法第二十条第二項に規定する特定給食施設の変更の届出は、別記第三号様式による給食届出事 

項変更届により、廃止又は休止の届出は、別記第四号様式による給食廃止（休止）届により行う 

ものとする。 

 

  （管理栄養士の必置指定） 

第五条 法第二十一条第一項に規定する施設の指定は、別記第五号様式による管理栄養士必置指定 

 通知書により行うものとする。 

２ 区長は、前項の規定により指定した施設が省令第七条各号に該当しなくなったときは、別記

第六号様式による管理栄養士必置指定解除通知書によりその指定を取り消すものとする。 

 

 （指導票の交付） 

第六条 栄養指導員は、法第二十二条に規定する指導及び助言を行った場合は、指導票を当該施設 

 の設置者に交付しなければならない。 

 

  （給食の報告） 

第七条 特定給食施設の管理者は、毎年五月及び十一月に実施した給食について、実施した月の翌 

 月十五日までに報告書を区長に提出しなければならない。 

 

  （帳票の整備等） 

第八条 特定給食施設の管理者は、献立、食品使用日計、栄養出納その他給食に必要な帳票を整備 

し、及び保存しなければならない。 

２ 前項の帳票は、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
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その他の通知等について 

 

  特定給食施設の栄養管理に関しては、健康増進法に基づき実施されているところですが、平成  

 ２５年度から開始している健康日本２１（第二次）の推進においても、特定給食施設が行う栄養 

 管理に係る留意事項が示されています。 

また、衛生管理についてもマニュアルがありますので、合わせてご確認ください。 

 

 １．特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について（Ｐ30） 

（健健発03３１第２号 令和２年3月３１日） 

 

 ２．大量調理施設衛生管理マニュアル 

   （平成9年3月24日付け衛食第85号別添） 

    （最終改正：平成29年6月16日付け生食発0616第1号） 
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  【最寄駅】 

   ■ 東京メトロ 日比谷線 

     築地駅下車（３番出口） 徒歩７分 

 

   ■ 東京メトロ 有楽町線 

     新富町駅下車（４番出口） 徒歩10分 

 

 

 提出（問い合わせ）先  

 

    住所：〒104-0044  中央区明石町12-1 

   中央区保健所 健康推進課 栄養担当 宛 

TEL：03-3541-4260  

メールアドレス：kenko_02@city.chuo.lg.jp 

 

   提出書類のダウンロード先  

 

    中央区ホームページより 

サイト内検索で  給食施設における栄養管理  

 I D 検索で    14128  
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